
死亡労働災害が多発しています。 

安全衛生活動に積極的に取り組みましょう！ 

   

 

茨城県内では、５月以降、重篤な労働災害が多発し、６月２０日

までの２か月弱の期間に全産業を通じて６名（外国人労働者２名を

含む）もの方が労働災害により尊い命を無くしました。今後、死亡

労働災害の増加が懸念される緊急事態となっています。 

 

このため、茨城労働局（福元俊成局長）から、労働災害防止団体

や業界団体に対しての緊急要請（「死亡労働災害防止対策等の強化に

ついて」）が有りました。 

 

つきましては、安全衛生活動の総点検、雇い入れ時教育の徹底、

日常の安全衛生活動の活性化及び熱中症対策などへの積極的な取り

組みをお願いします。 

 

（詳細は、次ページ以降を参照ください） 






















